
死後事務委任契約

自分（委任者）が 、亡くなった後の手続きを、
生前に指定した個人・法人（受任者）に
依頼する契約です。

どんなことを依頼できますか？

◆ 連絡先
◆ 連絡方法
◆ メッセージお預かり

◆ ご遺体引き取り
◆ 葬儀内容（ 葬儀場・費用 ）
◆ 火葬許可証
◆ 納骨場所
◆ 供養方法　など

日常生活関連

葬　送

お 知 ら せ

行 政 手 続

◆ 医療機関・施設・その他
　 未払い料金支払い
◆ 施設・賃貸住宅の入居契約解約 / 明渡し
◆ 公共料金など債務の弁済 / 解約 

◆ インターネット・SNS など
　解約 / アカウント削除
◆ パソコン・携帯など個人情報削除
◆ ペット関連　　など

◆ 死亡届　提出
◆ 健康保険証　返還
◆ 免許証・パスポート・マイナンバー
◆ 年金
◆ 住民税・固定資産税　など

・片付け
・遺品整理

解約

▶ ▶

株式会社 サンコーライフサポート
総合支援室

社会福祉法人  三 幸

〒861-1102 合志市須屋 250-1
　　　 096 - 288 - 5569
 　　　https://sankolife.co.jp/

〒861-1102 合志市須屋 251-1
  TEL   096-273-7883
  H  P　https://sanko.or.jp/
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訃 

報

委任者  死亡



死後事務委任契約

こんな方におすすめします

契約までの流れ

● 頼める親族がいない
● 子ども、親族が近くにいない
● 高齢夫婦二人だけで不安
● 親族が病気がち、障がいがあって頼めない
● 子どもたちに手間をかけたくない

◆ 株式会社 サンコーライフサポート
　総合支援室

◆ 社会福祉法人  三幸

元気なうちに準備 するのが ベストです！！

どんな不安や悩みが…
どんな解決をしたい…

解決策のご提案

委任内容の決定

公正証書作成・契約

まずはご相談ください

必要に応じて弁護士、司法書士、
社会福祉士などと連携する

諸費用（契約書作成･死後事務執行費用・
預託金）の提示
契約まで費用は一切かかりません

契約後は定期的に訪問させて
いただきます

株式会社 サンコーライフサポート
総合支援室

社会福祉法人  三 幸

〒861-1102 合志市須屋 250-1
　　　 096 - 288 - 5569
　　　 https://sankolife.co.jp/

〒861-1102 合志市須屋 251-1
　　　 096-273-7883
　　　 https://sanko.or.jp/

事
業
案
内

■ 消毒、総合メンテナンス、長期修繕計画 外壁改修 、防水工事 、リノベーション 、リフォーム　　■ 高齢者施設所在地　合志市・福岡市早良区・宇土市

TEL
H  P

TEL
H  P

合志市立 合志楓の森小学校
〔小中施設一体型〕

放課後児童健全育成事業（定員200名）
合志楓の森小学童 ぞうさんクラブ

昼夕2食×365日
バランスの取れた健康食宅配弁当

在宅支援宅配弁当事業スリースマイル秋桜

通所型サービス A
通所介護事業所
サービス付き高齢者向け住宅

仕事と育児の両立を目指す
「企業主導型保育園」

生活やお仕事などの不安・ご心配など
お困りの方をサポート

総合支援室

地域で支える在宅（高齢者・障がい者）
子育て世帯生活支援事業

ぞうさんのはなクラブ

居住支援法人として住まい・住まい方の
総合支援を実施

一社）合志市居住支援協議会

居住支援

住宅型有料老人ホーム
訪問介護事業所
訪問看護ステーションすずらん
元気な家ひまわり


